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 来年度、みなさんは１８歳となり、国民の代表を選ぶことのできる権利である選挙権が与えられます。

あなたの１票は、たかが１票かもしれませんが、されど１票です。自分の国や地域のことは自分で責任

を持ちましょう。少し選挙について学習してみましょう。 

 

＜選挙の種類＞ 

【衆議院議員総選挙】 

 総選挙は、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙で、小選挙区選挙と

比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。総選挙は、衆議院議員の任期満了

（4 年）によるものと、衆議院の解散によって行われるものの２つに分けられ

ます。衆議院議員の定数は 475 人で、うち 295 人が小選挙区選出議員、180 人が比例代表選出議員。 

【参議院議員通常選挙】 

参議院議員の半数を選ぶための選挙で、参議院には解散はありません。常に任期満了（6 年）による

ものだけです。ただし、参議院議員は 3 年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められています。その

ため 3 年に 1 回、定数の半分を選ぶことになります。参議院議員の定数は 242 人で、うち 96 人が比例

代表選出議員、146 人が選挙区選出議員。 

【一般の選挙（地方選挙）】 

○一般選挙（地方の議会） 

 一般選挙とは、都道府県や市区町村（地方公共団体）の議会の議員の全員

を選ぶ選挙のことです。任期満了（4 年）だけでなく、議会の解散などによ

って議員または当選人のすべてがいなくなった場合も含まれます。 

○地方公共団体の長の選挙 

 都道府県知事や市区町村長など地方公共団体の長を選ぶための選挙です。任期満了（4 年）のほか、

住民の直接請求（リコール）による解職や、不信任決議による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失によ

る失職の場合などにも行われます。 

○設置選挙 

 新しく地方公共団体が設置された場合に、その議会の議員と長を選ぶために行われる選挙です。  

～統一地方選挙～ 

地方公共団体の長と議会の議員の選挙を、全国的に期日を統一して行う選挙を統一地方選挙といいま

す。有権者の選挙への意識を全国的に高め、また、選挙の円滑かつ効率的な執行を図る目的で、昭和 22

年からこれまで 4 年ごとに行われてきました。 

【特別の選挙（国政・地方選挙）】 

○再選挙（選挙のやり直しや当選人の不足を補う） 

 選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、一定の投票数を誰も得られなかった

り、投票日の後で当選人の死亡、当選の無効があったなどの場合で、しかも繰上当選（繰り上げる場合

がある）などによっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙です。一人でも不足する時に行われ

るものと、不足が一定数に達した時に行われるものがあります。  
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○補欠選挙（議員の不足を補う） 

 選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、しかも繰上当選によっても議員の定数が不足する場

合に行われる選挙です。再選挙とは、その人がすでに議員であるかないかという点が違います。ただし、

すでに議員であっても選挙違反などにより当選や選挙自体が無効となった場合は、再選挙となります。   

※国の選挙の場合、原則として、補欠選挙は年 2 回、4 月および 10 月の第 4 日曜日に行われます。 

○増員選挙（議員の数を増やす） 

議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙です。  

※地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙または増員選挙は、任期が終わる 6 カ月以内に当該選

挙を行うべき事由が生じた場合には議員の数が定員の 3 分の 2 に達しなくなったときを除いて、行わ

ないこととされています。 

 

 

 11 月 21 日（火）に、渡邉鎮雄博士記念講堂にて河合塾の先生をお招きし、進路講演をしていただき

ました。来年の受験に向けて高校２年生として何をすべきか、また具体的な入試の内容や注意点を説明

していただきました。これから受験に向かっていくための姿勢づくりや、今後の学習計画を立てるため

に有意義な講演会となりました。進路実現に向けて、今日から自分革命を起こしましょう。 

 なお、進路希望調査を実施する予定です。目標を明確にし、努力していくためにも、保護者の方とし

っかりと話し合いましょう。 

≪ 保護者の皆様へ ≫ 

○三者懇談会について 

１２月１５日（金）～２１日（木）の午後の時間帯に三者懇談会を予定しております。いよいよ具体

的に進路について話を進めていく予定です。懇談前にご家庭でもよく話し合っていただき、有意義な懇

談にしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○冬季休暇について 

 万が一、交通事故や問題行動等のトラブルに巻き込まれた場合は速やかに学校または担任までご連絡

ください。ただし、１２／２９～１／３まで学校は閉鎖していますので、緊急連絡は以下のアドレスに

メールを送ってください。こちらから折り返し連絡をいたします。 

         学校 TEL：0574-26-7182  minokamo.emergency@gmail.com 

≪ １２月行事予定 ≫  ～やり残しがないように年末をしめくくろう！～ 
 

日 曜 行 事 内 容 

１ 金 追試（～５日） 

３ 日 専門講師派遣事業（バスケ） 

７ 木 欠点者指導（15:40） 

１５ 金 三者懇談会（～２１日） 

１８ 月 再試（～２０日） 

２２ 金 ＨＲ・清掃（５限）、集会（６限）  再試不合格者指導（15:40） 

２５ 月 冬季休暇（～1/8）  冬季補習（～1/5） 

２８ 木 仕事納め 

※１月の主な予定  

４日(木)仕事始め・補習   ６日(土)Ⅰ期入試（中学）  ７日(日)みのかもハーフマラソン 

９日(火)集会（１限）   １０日(水)月例・課題テスト 

※行事に関しては、変更になる可能性があります。絆メールやＨＰでお知らせしますので、常に確認をお願いしま

す。 


